
 亀山市手数料条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布す

る。  

平成２７年３月３１日  

                 亀山市長  櫻  井  義  之  

亀山市規則第１７号  

 

   亀山市手数料条例施行規則の一部を改正する規則  

 

 亀山市手数料条例施行規則（平成１７年亀山市規則第３６号）の

一部を次のように改正する。  

 第４条中「地籍図（これに準ずるものを含む。）」の次に「及び

農地台帳」を加える。  

    附  則  

 この規則は、平成２７年４月１日から施行する。  


